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説明資料
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第１号議案　資料

＜今回の変更（案）＞

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域（白地区域）における容積率の限度の数値及び適用区域の指定の変更について①

＜指定の変更手続きフロー＞　…　特定行政庁

＜建築規制の概要＞

敷地面積：A 
道

 都市計画区域では、良好な市街地環境の保全・形成などのため、容積率や建ぺい率などの建築規制を定

めている。このうち、住宅や商業施設、工場といった建てられる建物の用途を定めた用途地域の規制がな

い区域、いわゆる白地区域における容積率の限度の指定及び適用区域については、建築基準法第５２条第

１項第７号の規定に基づき、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めるものとされている。 

 本案件は、特定行政庁である県知事が、平成１６年に当初指定した区域内のうち、早島町の一部区域に

ついて、容積率制限を変更するため、県都市計画審議会に対して付議したものである。 

◎容積率制限 
 建築物の密度を規制することにより、

良好な市街地環境の保全・形成や、道

路・下水道等の整備とバランスを図る

ために、地域の特性に応じて定める。 

◎建ぺい率制限 
 敷地内に空地を確保し、採光、

通風の確保による市街地環境の

確保と火災発生時の延焼防止を

主たる目的とする。 

◎高さ制限 
 ・道路斜線制限 

 ・隣地斜線制限 

◎前面道路幅員に応じた 
   容積率の低減 

（容積率・建ぺい率とは） 
・容積率：延べ床面積の敷地面積に対する割合 

容積率 ＝        × １００％ 
Ｓ１＋Ｓ２ 

Ａ 

・建ぺい率：建築面積の敷地面積に対する割

建ぺい率 ＝      × １００％ 
Ｓ１ 

Ａ 

白地区域の容積率：50%、80%、100%、200%、300%又は400% 

市街化調整区域における容積率 ・ 建ぺい率 
【一般基準】 
 市街化を促進しない土地利用を図るため、又は都市的土地利用が想定されない優良農地や保安林等 

を保全するために基本とする水準である。 

・容積率＝100%、建ぺい率50%又は60%（原則、全域を指定） 

【個別基準】 
 個別の土地利用形態に着目し、一般基準に比べて高度利用を許容する容積率、建ぺい率の水準である。 

・将来想定される用途地域の指定の内容による場合    ：容積率＝200%、建ぺい率60% 

・農業用施設の立地等のために高建ぺい率を許容する地区等：容積率＝100%、建ぺい率70% 

 早島町が定める地区計画により土地利用の方針が示された区域について、建築規制値を改めるもの。 

 

 変 更  内 容   ： 容積率 １００％ → ２００％ 
  
 対象とする区域  ： 早島町畑岡地区地区計画の区域（次ページ参照） 

岡山県の都市計画区域図 

早島町 

2階床面積：S2 

1階床面積：S1 
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③ 岡山県の指定値の考え方 

② 特定行政庁が指定する容積率の数値 

① 白地区域における各建築規制 
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第１号議案　資料

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域（白地区域）における容積率の限度の数値及び適用区域の指定の変更について②

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区計画の目標

どのような目標に向かって地区のまちづくりを
すすめるかを定める。

＜地区計画の概要＞ ＜今回の地区計画（案）について＞　…　早島町決定案件

１．地区施設の配置及び規模

身近な道路、公園、広場などの配置や規模を定め
ることができる。

２．建築物等に関する事項

ア．建築物等の用途の制限
イ．建築物の容積率の最高限度又は最低限度
ウ．建築物の建ぺい率の最高限度
エ．建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
オ．壁面の位置の制限
カ．壁面後退区域における工作物の設置の制限
キ．建築物等の高さの最高限度又は最低限度
ク．建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
ケ．建築物の緑化率の最低限度
コ．垣又はさくの構造の制限

３．土地の利用に関する事項

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊
さないように制限することができる。

地区計画の目標を実現するための方針を定め
る。

地区整備計画

地区計画区域の全部または一部に、道路、公
園、広場などの配置や建築物等に関する制限な
どを詳しく定める。

 地区計画は、都市計画法第１２条の５に定められた制度で、建物や道路、公園等に関する地区独自のルー

ルにより、地区内で行われる建築・開発行為等を地区計画の内容に沿って規制・誘導することで、目標とす

るまちづくりの実現を図ることができ、都市計画法第１５条により、市町村が決定する都市計画となっている。 

屋根などの形状を 
定めることができます 

建物の高さを 
定めることができます 

外構の材質や形状を 
定めることができます 

屋根や外壁の色彩を 
定めることができます 

設備の遮蔽について 
定めることができます 

原案の公告・縦覧 

原案の作成 

案の申し出 

公聴会 

案の作成 

案の公告・縦覧 

都市計画審議会 

都市計画決定 

意見書 

意見書 

 地区計画の案の内容は、案の申し出制度

を活用するなど、住民が主体的に関与する

ことができる。 

 

 手続きとしては、通常の都市計画決定と

同様であり、原案縦覧、案縦覧において、

住民は意見書を提出することができる。 

 

 案は市町村の都市計画審議会の議を経て

議決された後、告示をもって都市計画決定

される。 

① 地区計画の構成 

② 地区計画のつくり方 

計画図 

位置図 

畑岡地区 

【地区計画の決定フロー】 

 計画書（抜粋） 

１）物流業務施設等

２）製造業

容積率の最高限度

建ぺい率の最高限度

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物等の高さの
最高限度

その他

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

名　　称

位　　置

面　　積

地区計画の目標

　土地利用の方針、地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針を定める。
（省略）

区域の整備・開発
及び保全の方針

　本地区計画は、国道２号及び早島ICに近接し、岡山県南部地域における新た
な産業集積が期待される当地区において、周辺環境との調和を保ちながら、交
通利便性を活かした良好な産業地区の形成を図ることを目指す。

畑岡地区地区計画

都窪郡早島町早島畑岡地内

約8.9ha

200%

60%

5,000㎡

用途の制限

地
区
整
備
計
画

　建築物等の外壁又はこれにかわる柱の面から、道路境界線までの距離にあっ
ては5m以上、その他の敷地境界線までの距離にあっては3m以上後退させるもの
とする。

　建築物等の形態又は意匠の制限、緑化率の最低限度、垣又はさくの構造の制
限などを定める。（省略）

25m
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都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域（白地区域）における容積率の限度の数値及び適用区域の指定の変更について③

＜指定図及び航空写真＞ ＜早島町内の容積率の状況＞

第１号議案　資料

＜容積率の検討＞

■将来想定される土地利用形態 
  当地区は、地区計画により、建築物の用途を物流業務施設等に制限しており、周辺の状況等から用途

地域の一つである準工業地域程度であると考えられることから、容積率については、一般基準ではなく、

個別基準により高度利用を許容できる地区である。  

畑岡地区周辺の航空写真（出典：早島町総合型GIS） 

200 
60 

早島IC 

国道2号 

バイパス 

凡 例 

100/60 

200/60 

用途地域 

200/60 

（今回変更区域） 

凡 例 
容積率（％） 

建ぺい率（％） 用 途 地 域 

市
街
化
区
域

 

100 

50 

200 

60 
200 

60 

200 

80 
200 

60 

第一種低層 
住居専用地域 

第一種中高層 
住居専用地域 

第一種住居地域 

近隣商業地域 

準工業地域 

ハローズ 

早島IC 

瀬戸中央流通センター 

（コレクティブタウン） 

 白地区域は、大部分を一般基準である

１００％に指定しており、瀬戸中央流通

センターの部分については、個別基準を

適用した２００％に指定している。 

容積率制限２００％への変更は妥当 

■立地特性 
  早島ＩＣの出入口から１km圏

内に地区計画の区域の全てが含

まれており、さらに、出入口か

らは、国道２号及び現在、県に

おいて４車線化を進めている都

市計画道路早島大砂線といった

幹線道路を経由して円滑にアク

セスすることができるなど、交

通利便性が非常に良い。  

■早島町のまちづくりの方針 
  早島町の町マスタープランに

おいて、当地区については、交

通利便性を活かした計画的な土

地利用を誘導し、新たな産業集

積地の形成を図る地区としてい

る。  

■周辺の状況 
  岡山県総合流通業務団地は準

工業地域で、容積率は２００％、

瀬戸中央流通センターは白地区

域で、個別基準を適用した容積

率２００％を指定している。  

1km 

瀬戸中央流通 

センター 

200/60 

地区計画区域 

200/60 

岡山県総合流通業務団地 

200/60（準工業地域） 
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・「区域区分の方針」は、区域区分のある県南広域都市計画区域のみ定めている
・その他の区域の「都市づくりの方針」は、各区域で異なるため代表的な方針を例示している

注)

＜法手続き（スケジュール）＞

＜改定方針＞

そ
の
他
の
区
域

都
市
づ
く
り
の
方
針

効果的・効率的な都市づくり
・既存の都市施設等を活用し行政コストを
　低減

持続可能な都市づくり
・既存の都市施設等を活用し行政コストを
　低減
・地域の実情に応じた効率的な都市構造の
　実現を目指す

＜見直しの背景＞

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域

都
市
づ
く
り
の
方
針

集約型都市構造への転換を目指す
・市街化区域内の低未利用地を活用
・原則、市街化の更なる拡大を抑制

集約型都市構造の実現を目指す
・市街化区域内の低未利用地を活用
・原則、市街地の更なる拡大を抑制
・集約型都市構造の実現に資するよう
　市街化区域の再編を図る

区
域
区
分
の
方
針

・目標年：平成２７年
・市街化区域の概ねの規模
　　　　　　　　：２６，６００ha

・目標年：平成３７年
・市街化区域の概ねの規模
　　　　　　　　：２７，１００ha

都市計画区域マスタープランの改定について

＜都市計画区域マスタープランの概要＞ ＜改定の概要＞

（ 　　　　は、今回の変更箇所）

現行区域マスタープラン 改　定　案

◎主な改定内容 
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計
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H28.7.11~25 

9.7~11月上旬 

H29.2月頃 H29.3月頃 12.12~26 8.16~24 

縦覧者：17名 
意見書：3通 公述者：3名 

9.7~11月上旬 

 都市計画法第６条の２に基づき、都市計画区域を対象に、長期的な視点から都市の将来像を明確に

し、その実現に向けた道筋を示すものとして定める、整備、開発及び保全の方針。 

 策定からおおむね２０年後の都市の姿を展望した上で、「都市計画の目標」、「主要な都市計画の

決定の方針」を定めるとともに、おおむね１０年以内に優先的に整備する都市施設、市街地開発事業

等の都市計画の基本的な方針を定める。 

 

岡山県の上位・関連計画 

（晴れの国おかやま生き活きプラン 等） 

各市町村の基本構想 

（総合計画 等） 

都市計画区域マスタープラン 

（広域的、根幹的な都市計画 

に関する事項） 

市町村マスタープラン 

（地域に密着した都市計画 
に関する事項） 

個別の都市計画（土地利用、都市施設、市街地開発 等） 

◎市町村マスタープランとの関係  

連携・調整 

◎都市における現状と課題 

・人口減少、少子化・高齢化の進行     ・中心市街地の衰退      ・郊外への市街地の拡大 

・公共交通の衰退 

 

・19年間（H5～24）で輸送 

 人員が半減（県内実績）       

◎改定方針：公共交通を軸に拠点が連携する都市構造による持続可能な都市づくりを推進 

   人口減少、超高齢社会の到来により、持続可能な都市運営の必要性が高まっており、公共交通を軸に拠点 

 が連携する都市構造による持続可能な都市の実現に向けて、地域の実情に応じ、都市機能や居住を中心市 

 街地や拠点へ誘導するまちづくりが進展するよう改定を行う。 

◎再認識された重要課題 

 ・防災・減災意識の高まり 

 

・防災・減災の観点からの 

 都市計画の必要性 

・都市機能の維持 

 

・公共施設の効率的な維持管理、更新 

・財政負担の軽減  

その他 資料 
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　　　・ 既に市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域

　　　・ 市街化を抑制すべき区域

　　　※区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域との区分のことで、いわゆる「線引き」
市 街 化 区 域 ：

市 街 化 調 整 区 域 ：

岡山県の都市計画区域 

⑩湯原 

⑨真庭 

⑧美作 

⑤高梁 

⑦備前 
④井原 

③笠岡 

①岡山県南広域 

 【凡例】 
  ・都市計画区域 
  ・用途地域 ⑪鴨方 

⑬矢掛 

②津山広域 

⑥新見 

⑫和気 

■区域区分（※） あり 

■区域区分なし 

⑭吉備高原 

都市計画区域名

　 ① 岡山県南広域

都市計画区域名 対象市町 都市計画区域名 対象市町

　 ② 津 山 広 域  津山市　鏡野町　勝央町  　⑨ 真　庭  真庭市

　 ③ 笠　岡  笠岡市  　⑩ 湯　原  真庭市

　 ④ 井　原  井原市  　⑪ 鴨　方  浅口市（旧鴨方町）　里庄町

　 ⑤ 高　梁  高梁市  　⑫ 和　気  和気町

　 ⑥ 新　見  新見市  　⑬ 矢　掛  矢掛町

　 ⑦ 備　前  備前市 　 ⑭ 吉 備 高 原  吉備中央町

　 ⑧ 美　作  美作市

対象市町

 岡山市　倉敷市　玉野市　総社市　赤磐市　浅口市（旧金光町）　早島町

その他 資料 
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